
【参考資料】 

湯河原町税条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

 （入湯税の申告期限の特例の要件等）  

 第11条 条例第37条第３項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するこ

ととする。 

 

  (1) 次項の申請をした日の属する月（以下「申請月」という。）の前12月間（以

下「要件適用期間」という。）における入湯税の納入すべき金額の鉱泉浴場ご

との合計額が180万円以下であること。 

 

  (2) 条例第37条第４項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取

消しの日から１年を経過していること。 

 

  (3) 要件適用期間において、入湯税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又

は重加算金額の決定を受けていないことその他入湯税の申告が適正に行われて

いると認められること。 

 

  (4) 要件適用期間において、町税に係る徴収金を滞納していないこと。  

  (5) 申請月の12月前の月の初日までに、鉱泉浴場の経営を開始し、かつ、条例第

38条の申告をしていること。 

 

  (6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から入湯税の徴収の確保に支障が

ないと認められること。 

 

 ２ 条例第37条第３項の規定による承認を受けようとする者は、町長に申告期限の特

例の申請をしなければならない。 

 

 ３ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、

通知するものとする。 

 

 

４ 町長は、条例第37条第４項の規定による承認の取消しは、入湯税納入申告書の提

出期限等の特例適用者承認取消通知書により通知するものとする。 

 

 （文書の様式）  （文書の様式）  

第11条 （略） 第12条 （略）  

別表（第11条関係） 

１ （略） 

｜ 

４ （略） 

５ 法第17条の規定による通知 

等 

過誤納金還付決議書 様式第５号 

過誤納金充当決議書 様式第５号の２ 

過誤納金還付・充当決議書 様式第５号の３ 

過誤納金還付通知書 様式第５号の４ 

過誤納金充当通知書 様式第５号の５ 

過誤納金還付・充当通知書 様式第５号の６ 

過誤納金還付請求書(役場提出用) 様式第５号の７ 

６ （略） 
 

別表（第12条関係） 

１ （略） 

｜ 

４ （略） 

５ 法第17条の規定による通知 

等 

過誤納金還付・充当決議書 様式第５号 

過誤納金還付・充当通知書 様式第５号の２ 

過誤納金還付請求書(役場提出用) 様式第５号の３ 

６ （略） 
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【参考資料】 

 

現     行 改  正  後 備 考 

 

｜ 

18 （略） 

19 条例第37条第２項に規定す

る納入申告書及び納入書 

入湯税納入申告書 様式第20号 

入湯税納入書 様式第21号 

20 （略） 

｜ 

25 （略） 

 

 

 

｜ 

18 （略） 

19 条例第37条第２項及び第３項

に規定する納入申告書及び納入書 

入湯税納入申告書 様式第20号 

入湯税納入書 様式第21号 

19の２ 第11条第２項の規定

による申請 

入湯税納入申告書の提出期限等

の特例承認申請書 

様式第21号の

２ 

19の３ 第11条第３項の規定

による通知 

入湯税納入申告書の提出期限等の特例

適用者（承認・不承認）通知書 

様式第21号の

３ 

19の４ 第11条第４項の規定

による通知 

入湯税納入申告書の提出期限等

の特例適用者承認取消通知書 

様式第21号の

４ 

20 （略） 

｜ 

25 （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号 

様式第５号 
 

 

 

 
 
              様 

 

 

 

 

 

 

 
 次のとおり、過誤納額を還付通知してよろしいですか。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
□過誤納額の内訳 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決

裁 

課等長 副課長 係 長 担 当   

      

  

様式第５号 

様式第５号 

 

 

 
                  起案日     年  月  日 

決裁日     年  月  日 
通知日     年  月  日 
支払日     年  月  日 

還付・充当決議書 
以下の納税者（被保険者）の過誤納金について、還付・充当してよろしいでし

ょうか。 
納付義務者 

氏名・名称 
 

 

  

                            ＋        ―        ＝ 

 

（還付加算金額に百円未満の端数がある場合は切り捨てます） 

＜過誤納の詳細＞ 

＜振込先口座＞口座振替、または以前に請求のあった口座を記載しています。 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 

〇還付金の受け取りについて 

還付請求書が同封されている場合は、押印、必要事項をご記入の上、同封の封筒にてご返信くださいますようお

願いいたします。 

なお、請求書受付後、お振込みまで約１ヶ月ほどかかりますので、ご了承ください。 

〇別紙＜充当先の詳細＞について 

＜充当先の詳細＞が同封されている場合、過誤納の一部、または全額をまだ納税されていない分へ充当しました。

この通知書は充当を受けた税金の領収書に代えさせていただきます。 

 

 
 

 

 

科目  年度  通知書番号  

期別 

（月） 

納付すべき額 納付済額 過誤納額 

金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

  第５号様式の３ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目     課税年度：   相当年度：    通知書番号： 

       

納税義務者  基本コード：   世帯コード：   行政区コード： 

 

 

備考    支払区分：      

  

 

過 誤 納 金 還 付 決 議 書  

 
起 

案 

日 

   年   月   日 

決 

裁 

日 

   年   月   日 

通 

知 

日 

   年   月   日 

支 

払 

日 

   年   月   日 

 

還 付 番 号  

本税（料）還付 ①        円 

督 促 還 付 ②        円 

延滞金還付 ③        円 

還付加算金 ④        円 

還付合計額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
       円 

 

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
還付加算金 納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

小計       
① ② ③ ④ ⑤(①+②+③+④) 

 

 

決

裁 

      

      

 

備考 

不明点がありましたら、記載のお問い合わせ 

先にご連絡ください。 

 

【お問い合わせ先】 

 

（帳票整理番号：  ） 

過誤納番号 過誤納発生の理由 

  

 

過誤納合計額 

円 

 

還付加算金 

円 

 

充当合計額 

円 

 

還付額 

円 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

  
＜充当先の詳細＞ 

充当先 

氏名・名称 
 

 

科目 
通知書番号 期別 

(申告) 

充当額 充当後の未納額 

年度 金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

合計 円 円 円 円 円 円 
法人住民税の金額は 上段：法人税割、下段：均等割 です 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の２ 

 

様式第５号の２ 

様式第５号の２ 
 年  月  日    

号    

 

 

 

 

還付・充当通知書 
   日頃から、地方税等の納付にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

   納めていただいた金額が納めすぎとなっておりますので、下記のとおりお返しいたします。 

納付義務者 

氏名・名称  

 

過誤納番号 過誤納発生の理由 
 

過誤納合計額 
+ 

還付加算金 
- 

充当合計額 
= 

還付額 

  円 円 円 円 

（還付加算金額に百円未満の端数がある場合は切り捨てます） 

＜過誤納の詳細＞ 
科目  年度  通知書番号  

期別 

(月) 
納付すべき額 納付済額 過誤納額 

金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

合計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

   

＜振込先口座＞ 口座振替、または以前に請求のあった口座を記載しています。 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  口座名義人  

 
 

○還付金の受け取りについて 

還付請求書が同封されている場合は、必要事項をご記入の上、同封の封筒にてご返信くださいますようお願いいたします。 

なお、請求書受付後、お振込みまで約１ヶ月ほどかかりますので、ご了承ください。 

 

○別紙＜充当先の詳細＞について 

＜充当先の詳細＞が同封されている場合、過誤納の一部、または全額をまだ納税されていない分へ充当しました。 

この通知書は充当を受けた税金の領収書に代えさせていただきます。 

 

 

備考  【お問い合わせ先】 

 

 

 

 

 

不明点がありましたら、記載のお問い合わせ 

先にご連絡ください。 

 

 

 

（帳票整理番号：         ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号の２ 

                     

決

裁 

課等長 副課長 係 長 担 当   

      

次のとおり、過誤納額を充当してよろしいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□過誤納額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

□充当金額の内訳 

過 誤 納 金 充 当 決 議 書  

 
起 

案 

日 

   年   月   日 

決 

裁 

日 

   年   月   日 

通 

知 

日 

   年   月   日 

 
科目     課税年度：   相当年度：    通知書番号： 

  

納税義務者  基本コード：   世帯コード：   行政区コード： 

 

 

備考     支払区分：      

  

 

充 当 番 号  

本税（料）充当 ①       円 

督 促 充 当 ②       円 

延滞金充当 ③       円 

還付加算金充当 ④       円 

充当合計額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
      円 

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
還付加算金 納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 
 

           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

小計       ① ② ③ ④ ⑤(①+②+③+④) 

 

科目  通知書番号 課税年度 期(月) 要納付（残）額 充 当 額 差引未納額 

事業年度/標識番号 相当年度 申告区分 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            
  
            
  
            
  
            
  
            
  
            
  

小 計  

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

  
＜充当先の詳細＞ 

充当先 

氏名・名称 
 

 

科目 
通知書番号 期別 

(申告) 

充当額 充当後の未納額 

年度 金額 督手 延滞金 金額 督手 延滞金 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

合計 円 円 円 円 円 円 
法人住民税の金額は 上段：法人税割、下段：均等割 です 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の３ 

様式第５号の３ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 次のとおり、過誤納額を充当し、還付してよろしいですか。 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
□過誤納額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□充当金額の内訳 

 
 

 

 

 

 

 

 

様式第５号の３ 

様式第５号の３                         年  月  日 

 

 

請求先        
 

 

還付請求書 

 

以下のとおり過誤納金を請求します。 
 

■請求者情報 

請求日   年 月 日  

請

求

者 

住所 

(所在地) 

 

氏名 

(名称) 

 連絡先 

(電話番号) 

(日中の連絡先を記入してください) 

■振込先口座情報 

公

金

受

取

口

座

利 

用 

 

 公金受取口座を利用します 

 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

以
外
の
金
融
機
関 

金融機関名  支店名  

 １ 本店     

２ 支店     

 

 

金融機関コード 支店コード 口座番号（右づめ） 口座種別 

               １ ２ ３ ４ 

普

通 

当

座 

貯

蓄 

そ

の

他 

ゆ
う
ち
ょ

銀 
 

行 

金融機関

ｺｰﾄﾞ 
通帳記号 通帳番号(右づめ) 預金種目 

 

 

9900 
 

１ 
 

 
   

０ 

 

の 
 

 
       １ 

普通 

（注意）ゆうちょ銀行の通帳記号と通帳番号の間に１桁の数字がある場合、その数字は記入不要です。 

公金受取口座設定済かつ公金受取口座利用意思がある場合、口座情報は記入不要です。公金受取口座利用欄にチェック印を記載 

してください。 

口 座

名 義

人 

フ リ

ガナ 

              

氏名  

 

■還付金情報 

納付義務者  

還 付 金 額  過誤納発生の理由  

年   度  

科   目  通知書番号  

 

過誤納番号 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決

裁 

課等長 副課長 係 長 担 当   

      

 

過 誤 納 金 還 付 ・ 充 当 決 議 書  
 

起 
案 

日 
   年   月   日 

決 
裁 

日 
   年   月   日 

通 

知 
日 

   年   月   日 

支 

払 
日 

   年   月   日 

 

科目     課税年度：   相当年度：    通知書番号： 

       

納税義務者  基本コード：   世帯コード：   行政区コード： 

 

 

備考    支払区分：  

  

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
還付加算金 納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

小計       ① ② ③ ④ ⑤(①+②+③+④) 

 

科目  通知書番号 課税年度 期(月) 要納付（残）額 充 当 額 差引未納額 

事業年度/標識番号 相当年度 申告区分 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            
  
            
  
            
  
            
  
 

 
           

  
            
  

小 計    ⑥ ⑦ ⑧    

 

還 付 番 号  

過誤納額合計 

（①+②+③+④）⑤ 
      円 

充当額合計 

（⑥+⑦+⑧）⑨ 
      円 

差引還付額 

（⑤-⑨） ⑩ 
      円 

 

備考 

 

（帳票整理番号：   ） 

１ 銀行 

２ 金庫 

３ 農協 

４ ( ) 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の４ 

様式第５号の４ 
                          年  月  日  

 

           様 

                             神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  

 

過 誤 納 金 還 付 通 知 書 

 
１ あなたの納付（入）額が、この通知書のとおり納め過ぎになりました。お返ししますので、お知らせします。 
２ 別紙の過誤納金還付請求書（役場提出用）の太枠内に、必要事項を記入してください。また、法人の場合は、社名と代表者 
名を併記してください。なお、同封しました返信用封筒にてご返送ください。 

３ 振込口座をお持ちでない方は、あらかじめ電話連絡の上、還付方法についてご相談ください。 
４ この通知書は、納付（入）の証拠となりますので、大切に保管してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□過誤納額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 この通知書に不服のあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、湯河原町長に対し審査請求をす
ることができます。決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に
湯河原町を被告として（湯河原町長が被告の代表者となります。）提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける
ため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提
起することができます。 
 
                          〒２５９－０３９２ 
                          神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１ 
                       
                          湯河原町役場 
                          電話 ０４６５－６３－２１１１ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
還付加算金 納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

小計       ① ② ③ ④ ⑤(①+②+③+④) 

 

科目  課税年度：    相当年度：   通知書番号： 

  

納税義務者 

 
 

備考  支払区分： 

  

 

還 付 番 号  

本税（料）還付 ①  

督 促 還 付 ②  

延滞金還付 ③  

還付加算金 ④  

還付合計額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
 

 

 

還 付 番 号  

本税（料）還付 ① 円 

督 促 還 付 ②      円 

延滞金還付 ③      円 

還付加算金 ④      円 

還付合計額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
     円 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の５ 

様式第５号の５ 
                               年  月  日 

 

           様 

                             神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  

 

過 誤 納 金 充 当 通 知 書 

 
 １ あなたの納付（入）額が、この通知書のとおり納め過ぎになりました。未納額に充当しましたので、お知らせします。 
 ２ この通知書は、納付（入）の証拠となりますので、大切に保管してください。 

〒２５９－０３９２ 
                             神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１ 
                            湯河原町役場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□過誤納額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
□充当金額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
還付加算金 納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

小計       ① ② ③ ④ ⑤(①+②+③+④) 

 

 
科目  通知書番号 課税年度 期(月) 要納付（残）額 充 当 額 差引未納額 

事業年度/標識番号 相当年度 申告区分 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

            
  
            
  
            
  
            
  
            
  
            
  

小 計          

 

科目  課税年度：    相当年度：    通知書番号： 

  

納税義務者 

 

 

備考  支払区分： 

  

 

充 当 番 号  

本税（料）充当 ①      円 

督 促 充 当 ②      円 

延滞金充当 ③      円 

還付加算金充当 ④      円 

充当合計額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
     円 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の６ 
様式第５号の６ 

過 誤 納 金 還 付 ・ 充 当 通 知 書 

                                  年  月  日 

           様 

                               神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  
１ あなたの納付（入）額が、この通知書のとおり納め過ぎになりました。次のとおり未納額に充当するとともに、お返し

する金額がありますので、お知らせします。 
２ 別紙の過誤納金還付請求書（役場提出用）の太枠内に、必要事項を記入してください。また、法人の場合は、社名と代表者名
を併記してください。なお、同封しました返信用封筒にてご返送ください。 

３ 振込口座をお持ちでない方は、あらかじめ電話連絡の上、還付方法についてご相談ください。 
４ この通知書は、納付（入）の証拠となりますので、大切に保管してください。 

科目 課税年度：    相当年度：    通知書番号： 

  
納税義務者 

  

備考 支払区分： 

  
 
□過誤納額の内訳 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

□充当金額の内訳 

 

 

 

 

 

 
 

 

 この通知書に不服のあるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、湯河原町長に対し審査請求をす

ることができます。決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

湯河原町を被告として（湯河原町長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提

起することができます。 
                            〒２５９－０３９２ 
                             神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１ 
 
                            湯河原町役場 
                            電話 ０４６５－６３－２１１１ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期別 

(月) 

納 付 済 額 要 納 付 額 差引過誤納額 
納付日 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

           
           
           
           
           
           
           
 

 
          

           

小計       ① ② ③ ④ (① +② +③ ) 

 

科目    通知書番号等 課税年度 相当年度 期 (月 ) 
要納付（残）額 充 当 額 

本税（料） 督促 延滞金 本税（料） 督促 延滞金 

          
          
          
          
          
          

小 計    ⑥ ⑦ ⑧ 

 

還 付 番 号  

過誤納額合計 
（①+②+③） ④ 円 

還付加算金 ⑤ 円 

充当額合計 
（⑥+⑦+⑧） ⑨ 円 

差引還付額 
（④+⑤-⑨） ⑩ 円 

 



【参考資料】 

 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第５号の７ 
様式第５号の７ 

 

過誤納金還付請求書（役場提出用） 

 

 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  （請求日） 

 
年   月   日 氏名 

（名称） 
 

住所 
（所在地） 

〒   ―     

 

連絡先 電話番号（   ―   ―    ） 

□公金受取口座への振込を希望します。 

 公金受取口座は、国（デジタル庁）への事前登録が必要です。 

 公金受取口座への振込をご希望の場合は、チェック欄（□）に「✓」を入れてください。 

 振込先欄の記入は不要です。 

振

込

先 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

口座名義人 
 

金融機関名 
          銀行・信用金庫 

          農協・信用組合 

          他（    ） 

           本店・支店 

           出張所 

           他（    ） 

口座種別 １．普通 ２．当座 口 座 番 号        

ゆうちょ銀行のとき、振込口座番号が分か

らない場合は記号番号をご記入ください。 １    ０ －        １ 

           ※上の太枠内をご記入ください。また振込先の口座番号は右づめでご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目  課税年度：    相当年度：    通知書番号： 

  

納税義務者 

 

 

備考  支払区分： 

  

 

還 付 通 知 日  

還 付 番 号  

税（料）還付①      円 

督 促  還 付 ②      円 

延 滞 金 還 付 ③      円 

還 付 加 算 金 ④      円 

還 付 合 計 額 ⑤ 

（ ① +② +③ +④ ） 
     円 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第６号の２ 

様式第６号の２ 

納 税 証 明 書 
 

納 税 

義務者 

氏名 
 

 

住所 
 

 

 

年度 税目 
納付すべき

税額 
納付済額 未納額 

未納額のう

ち納期未到

来額 

備考 

       

       

       

       

   

上記のとおり相違ないことを証明します。 

  湯税証第   号        年  月  日 

 

           神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  

 

様式第６号の２ 

様式第６号の２                         号 

 

納 税 証 明 書 

 

 住所 

 氏名 

年度（賦課

年度） 

  

 

税目 

納付すべ

き税額

（円） 

納 付 済 

額 (円) 

税額  

備考 納期未到来

額（円） 

滞納額

（円） 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

上記の通り相違ないことを証明します。 

 

                        年  月  日 

           

（帳票整理番号：  ） 

 

 
1／1頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第６号の３ 

様式第６号の３ 

 

 

軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用） 

 

納 税 

義務者 

 

氏名(名称) 
 

 

住   所 

(所在地) 

 

 

車 両 番 号  この証明書の有効期限  

納税済年月日  備     考  

 
(注)１ 継続検査において自動車検査証の返付を受けようとする際に、この証明書を提示して 

ください。 

２ 滞納が天災その他のやむを得ない事由によるものである場合には、備考欄にその旨記 

載されます。 

３ 賦課期日（４月１日）後に所有者の変更があった場合には、備考欄に変更後の所有者 

について賦課期日の属する年度においては課税がない旨記載されます。 

４ この証明書の有効期限欄には、この証明書の交付後、最初に到来する納期限の前日が 

記載されます。 

 

 上記車両番号に係る軽自動車税（種別割）は滞納がないことを証明します。 

  湯税証第 号       年  月  日 

 

                  神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  

 

 

様式第６号の３ 

様式第６号の３ 

号 

 

軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

 

納 税 

義務者 

住 所 

（所在地） 

 

 

氏 名 

（名 称） 

 

 

 

車  両  番  号  

納 税 済 年 月 日      年   月   日 

この証明書の有効期限      年   月   日 

備 考  

  上記車両番号に係る軽自動車税は滞納がないことを証明します。 

 

         年  月  日 

 

                神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印  

 

 

 

（注）１ 継続検査において自動車検査証の返付を受けようとする際に、この証 

明書を提示してください。 

   ２ 滞納が天災その他のやむを得ない事由によるものである場合には、備 

考欄にその旨記載されます。 

   ３ 賦課期日（４月１日）後に所有者の変更があった場合には、備考欄に 

変更後の所有者について賦課期日の属する年度においては課税がない

旨記載されます。 

   ４ この証明書の有効期限欄には、この証明書の交付後、最初に到来する 

納期限の前日が記載されます。 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第18号 

様式第18号 
 
 

 

原動機付自転車 
 
小型特殊自動車 

 

 
１ 車がなくても廃車等の届出をしておかない
と課税されますので必ず手続をしてください。 

２ 標識を紛失し、又は破損したときは、弁償金
が掛かりますので大切に扱ってください。 

３ 盗難の場合は、警察又は交番に届出を行った
後に手続をしてください。 

４ この証明書に記載されている車について、次
の事項が生じた時は、直ちに必要な届出をして
ください。 

納

税

義

務

者 

住所 

（所在地） 
 

 

 

氏名 

（名称） 
 

 
届出事項 

持参するも

の 

① 
車を処分するとき又は車
を持たなくなったとき 

標識・標識交付 

証明書 

標識番号 
 

 

 

② 

町外へ住所を変えるとき

又は町外の人に車を譲る

とき 
車 種 

 

 
車名 

 

 

車台番号 
 

 

型 式

認 定

番号 

 

 ③ 町内の人に車を譲るとき 

新旧所有者の印
鑑 ・ 譲 渡 証 明
書・標識交付証
明書 

総排気量  

交 付

年 月

日 

 

 
 

④ 

 

新車購入の下取りに出す

とき 

販売証明書等・

印鑑・標識交付

証明書 

 

定置場   
⑤ 

標識を紛失し、若しくは

破損したとき又は盗難に

あったとき 
印鑑・標識交付

証明書 

上記のとおり相違ないことを証

明します。 
年  月  日 

 
神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印 

  

⑥ 町内転居したとき  

５ 次のことは禁止されています。 
 ① 標識をほかの車につけかえること。 
 ② 標識をほかの人に貸したり、譲ったりする

こと。 

お問い合わせは･･･湯河原町役場 

 電話 ０４６５－６３－２１１１ 
 

 

 

様式第18号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標識交付証明書 

〈標識（ナンバープレート）の取扱いについて〉 

様式第 18 号        神奈川県足柄下郡湯河原町          号 

原動機付自転車・小型特殊自動車 

標識交付証明書 

所有

者 

住所 

(所在地) 

 

氏名 

(名称) 

 

使用

者 

住所 

(所在地) 

 

氏名 

(名称) 

 

納税義務者区分  

標識番号  

種別  

定置場  

所有形態  

車名  

車台番号  

型式  型式認定番号  

総排気量又は 

定格出力 

 
原動機型式 

 

長さ ㎝ 幅 ㎝ 最高速度 ㎞/h 

納税義務発生 

年月日 

   

備考 この証明書は原動機付自転車または小型特殊自動車を運行

する場合に常に携帯し、吏員の請求があったときは、呈示し

てください。 

 上記のとおり標識を交付したことを証明します。 

                     年 月 日 

 

【お問い合わせ先】           

259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

湯河原町役場 税務収納課       神奈川県足柄下郡湯河原町長 □印 



【参考資料】 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第20号 様式第 20 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 20号 

入 湯 税 納 入 申 告 書 
番 号 

営 業 所 

所 在 地 
  

営 業 主 

氏 名 
  

      年度 

    年 月分 

（   月実績） 

税 率 入 湯 人 員 税 額 

円のもの  円 

円のもの  円 

   

合 計  円 

摘 要 

課税免除人数 人 

内

訳 

100円のもの 人 

150円のもの 人 

 

 上記のとおり申告いたします。 
 

      年  月  日 
 

 

                     特別徴収義務者 
 

 

 

 

  湯河原町長    様 
 

 

様式第 20 号 

入 湯 税 納 入 申 告 書 
番 号 

営 業 所 

所 在 地 
  

営 業 主

氏 名 
  

       年度 

   年  月分 

（   月実績） 

税 率 入湯人員 税 額 課税免除人数 

100円（日帰り） 人 円 人 

150 円（宿泊） 人 円 人 

合 計 人 円 人 

      年度 

   年  月分 

（   月実績） 

税 率 入湯人員 税 額 課税免除人数 

100円（日帰り） 人 円 人 

150 円（宿泊） 人 円 人 

合 計 人 円 人 

      年度 

   年  月分 

（   月実績） 

税 率 入湯人員 税 額 課税免除人数 

100円（日帰り） 人 円 人 

150 円（宿泊） 人 円 人 

合 計 人 円 人 

 上記のとおり申告いたします。 
 

 

      年  月  日 
 

                     特別徴収義務者 

 湯河原町長 様 

 



【参考資料】 

 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第21号 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第21号 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 21号 

領 収 証 書 
   申告 

済 通 知 書 
  

申 告 納 入 書 
    納入     

   年度入湯税  
月分 

(実績） 
       年度入湯税  

月分 

(実績） 

    
   年度入湯税  

月分 

（実績） 

番号 入湯税    番号 入湯税    番号 入湯税  

氏名 様 
  

氏名 様 
  

氏名 様 

税額 円 税額 円 税額 円 

延滞金 円 延滞金 円 延滞金 円 

   

合計 円 合計 円 合計 円 

税

 

内

 

訳 

区分 人員 税額 

税

 

内

 

訳 

区分 人員 税額 

税

 

内

 

訳 

区分 人員 税額 

1 0 0

円の

もの 

   人    円 1 0 0

円 の

もの 

   人    円 1 0 0

円 の

もの 

   人    円 

1 5 0

円の

もの 

  1 5 0

円 の

もの 

  1 5 0

円 の

もの 

  

計   計   計   

 上記のとおり領収しまし

た。 

 上記のとおり申告納入があ
ったので通知します。 

 上記のとおり申告納入しま

す。 

（実績） 

領

収

日

付

印 

    

（実績） 

領

収

日

付

印 

    

（実績） 

領

収

日

付

印 

  

 

様式第 21号 

市町村コード 
 

  
市町村コード    

市町村コード 
  

 

1 4 3 8 4 7  
1 4 3 8 4 7 

   
1 4 3 8 4 7 

   
 

神奈川県 
 

入湯税納入済通知書公 

神奈川県  

入湯税納入書(原符)公 

  神奈川県 

入湯税領 収証書 公  湯河原町 湯河原町 湯河原町 

口座番号 加入者 
  

口座番号 加入者 
  

口座番号 加入者 

      

年度入湯税  月分(実績) 年度入湯税  月分(実績) 年度入湯税  月分(実績) 

指定番号  指定番号  指定番号  

氏 名 様 氏 名 様 氏 名 様 

税 額 円 税 額 円 税 額 円 

延 滞 金 円 延 滞 金 円 延 滞 金 円 

 円  円  円 

 円  円  円 

合計額 円   合計額 円   合計額 円  

税

内

訳 

区 分 人員 税 額 
  

税

内

訳 

区 分 人員 税 額 
  

税

内

訳 

区 分 人員 税 額 

100円(日帰り) 人 円 100円(日帰り) 人 円 
  

100円(日帰り) 人 円 

150円(宿泊)   150円(宿泊)   150円(宿泊)   

計   計   計   

納期限  

領

収

日 

付

印 

 

納期限  

領

収

日 

付

印 

 

納期限  

領

収

日 

付

印 

 

指定金融機関名 
(取りまとめ店） 

 

 
日 計 

口 

上記のとおり領収しました。

（納税者保管） 

取りまとめ

店 

 
円 

◎この納入書は、３連１組とな

っていますので、切り離さずに

提出してください。 

納付場所 

神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃

木・群馬・山梨の各県内及び東

京都内のゆうちょ銀行・郵便局 

上記のとおり通知します。
（市町村保管） 

上記のとおり納付します。
（金融機関保管） 
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様式第21号の２ 

 様式第21号の２ 

 指定番号  

 

入湯税納入申告書の提出期限等の特例承認申請書 

 

年  月  日 

 湯河原町長 様 

納税者（特別徴収義務者） 

住(居)所（所在地）  

氏  名（名 称） 

個人番号又は法人番号（      ） 

電話番号 

 

 湯河原町税条例第37条第３項の規定による納入申告書の提出期限等の

特例について、次のとおり承認を受けたいので申請します。 

 

鉱

泉

浴

場 

所 在 地  

名 称  

経営開始年月日 年  月  日 

特例の適用を受けようと

する税額 
年  月分（  月末日納期分）以後の税額 

要件適用期間における申

告納入すべき宿泊税額の

施設ごとの合計額 

円  

 注１ 「要件適用期間」とは、この申請書を提出する日の属する月の前12月

間をいいます。 

  ２ 次のいずれかに該当する場合には、承認を受けることができません。 

(1) 湯河原町税条例第37条第４項の規定による承認の取消しを受けて

から、１年を経過していない場合 

(2) 要件適用期間において、入湯税に係る過少申告加算金額、不申告加

算金額又は重加算金額の決定を受けたことがある場合 

(3) 要件適用期間において、町税に係る徴収金に滞納がある場合 
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様式第21号の３ 

 

 

様式第 21 号の３ 

 指定番号  

 

入湯税納入申告書の提出期限等の特例適用者（承認・不承認）通知書 

 

年  月  日 

（特別徴収義務者） 

住所（所在地）  

氏名（名 称） 様 

湯河原町長   

 

     年  月  日付けで申請のありました入湯税納入申告書の

提出期限等の特例適用について（承認・不承認）しましたので、湯河原町

税条例施行規則第11条第３項の規定により通知します。 

鉱

泉

浴

場 

所 在 地  

名 称  

特例の適用を受ける税額  年  月分（  月末日納期分）以後の税額 

不承認の場合の理由  

この決定に不服のあるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、湯河原町長に対し審査

請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定が

あった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に湯河原

町を被告として（湯河原町長が被告の代表者となります。）提起することができます（なお、当該審査請求に係る裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該審査請求に係る裁決の日から起算して１年を経過すると決

定の取消しを求める訴えを提起することができなくなります。）。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができません。 

ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴え

を提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

印 
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様式第21号の４ 

 

 

様式第 21 号の４ 

 指定番号  

 

入湯税納入申告書の提出期限等の特例適用者承認取消通知書 

 

年  月  日 

（特別徴収義務者） 

住所（所在地）  

氏名（名 称） 様 

湯河原町長   

 

 湯河原町税条例施行規則第11条第４項の規定により、次のとおり入湯税

納入申告書の提出期限等の特例承認を取り消したので通知します。 

鉱

泉

浴

場 

所 在 地  

名 称  

特例の適用を受けな 

いこととなる税額 
年  月分（  月末日納期分）以後の税額 

取 消 し の 理 由  

この決定に不服のあるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、湯河原町長に対し審

査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決

定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に湯河

原町を被告として（湯河原町長が被告の代表者となります。）提起することができます（なお、当該審査請求に係る裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該審査請求に係る裁決の日から起算して１年を経過す

ると決定の取消しを求める訴えを提起することができなくなります。）。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に

対する裁決を経た後でなければ提起することができません。 

ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴

えを提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

印 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行し、改正後の様式第５号から様式第５号

の３まで、様式第６号の２、様式第６号の３及び様式第 18 号の規定は、令和７年

９月 16 日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の湯河原町税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日

以後に特別徴収義務者が納入すべき入湯税について適用し、同日前に納入した入湯

税又は納入すべきであった入湯税については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式（次項にお

いて「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の

様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

 

 
 


